
選挙及び選挙管理委員会に関する規則 第３章 候補者 

 

（立候補の届出） 

 第 16 条 役員等及び本協会代議員に立候補しようとする者は、第 14 条に公示され 

た届出期間内に所定の様式を選挙管理委員会に提出しなければならない。 

 

（立候補の辞退） 

 第 17 条 立候補者が、その立候補を辞退しようとするときは、第 14 条に公示された 

届出期間内に所定の様式を選挙管理委員会に届け出なければならない。 

 

（候補者の公示） 

 第 18 条 選挙管理委員会は、立候補者並びに推薦委員会が推薦した候補者の氏名、職 

種、施設名及び改選役員名を公示しなければならない。 

 


